
議   第   １０５  号   

令和 ４ 年 ６ 月１０日提出   

 

専決処分の報告について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき下記のと

おり専決処分したので、同条第３項の規定により、これを報告するとともに承認を求

める。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

記 

 

条 例 第  ２５  号   

令和 ４ 年 ３ 月３１日   

 

   熊本市税条例及び熊本市手数料条例の一部を改正する条例 

 

（熊本市税条例の一部改正） 

第１条 熊本市税条例（昭和２５年告示第８９号）の一部を次のように改正する。 

附則第１２条第１項中「１００分の５」の次に「（商業地等に係る令和４年度分

の固定資産税にあっては、１００分の２．５）」を加える。 

附則第１９条第１項中「１００分の５」の次に「（商業地等に係る令和４年度分

の都市計画税にあっては、１００分の２．５）」を加える。 

 （熊本市手数料条例の一部改正） 

第２条 熊本市手数料条例（昭和２５年告示第２０号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第１項第１７号中「納税証明（道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５

号）第９７条の２に規定する軽自動車税種別割の滞納がないことを証明するものを

除く。）」を「地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の１０の証明書（道

路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第９７条の２第１項に規定する軽自動
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車税種別割の滞納がないことを証するもの及び次号から第１９号までに掲げるもの

を除く。）の交付」に、「証明する納税証明」を「証するもの」に改め、「当該証明」

を削り、同項第１８号中「証明」を「証明書の交付」に改め、同号の次に次の１号

を加える。 

(18)の２ 地方税法第３８２条の３の証明書（同条ただし書の規定による措置を

講じたものを含む。）の交付 １枚につき ４００円 

  第２条第１項第１９号中「課税台帳等記載事項証明」を「課税台帳等の記載事項

等に係る証明書（前号に掲げるものを除く。）の交付」に、「証明書１枚」を「１枚」

に改め、「当該証明」を削り、同条第２項中「第１７号」の次に「、第１８号の２」

を加え、「１件」を「これらの号に掲げる１単位」に改める。 

 

附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 

 （提出理由） 

地方税法等の一部を改正する法律（令和４年法律第１号）の施行に伴い、熊本市

税条例（昭和２５年告示第８９号）及び熊本市手数料条例（昭和２５年告示第２０

号）について地方自治法第１７９条第１項の規定により一部改正を行ったので、同

条第３項の規定により市議会に報告し、その承認を求める必要がある。 

  これが、この議案を提出する理由である。 
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